
生命と財産を守り抜ける 安全・安心のまち 

第３節
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●第３節 体系図

ビジョン みんなの目標 基本施策 

３

生
命
と
財
産
を
守
り
抜
け
る

安
全
・
安
心
の
ま
ち

3-1 防災・減災の取組が充

実している。 

311 災害対応力の強化 

312 市民と地域の防災力・減災力の向上 

3-2 消防・救急体制が充実

している。 

321 消防体制の充実強化 

322 火災予防の推進 

323 救急体制の充実 

324 地域防災力の充実 

3-3 交通事故や犯罪を抑止

する取組が進められて

いる。 

331 道路交通環境の整備と交通安全意識の醸成 

332 防犯設備の整備と防犯意識の醸成 

3-4 道路・河川などの整備

が進み、適正な維持管

理が行われている。 

341 幹線道路（市道）の整備推進 

342 国・県による広域的な幹線道路の整備促進 

343 生活道路の整備推進 

344 道路施設の維持管理 

345 治水・浸水対策施設の整備と維持管理 
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●みんなの目標３－１ 担当部局：危機管理部

みんなの目標（分野別指標） 
満足度指数 

（2023年度） 

防災・減災の取組が充実している。 ３．０ 

■関連するＳＤＧｓのゴール

■みんなの取組

○防災マップを見て市内の危険箇所を確認しましょう。

○防災情報を入手できるように市公式ＬＩＮＥ（災害情報）などを登録しましょう。

○自宅や会社からの避難場所を確認し、避難ルートを考えましょう。

○災害に備えて食料、飲料水などの備蓄や家具の固定をしましょう。

〇地域の防災訓練に参加しましょう。 

展開する基本施策 

  基本施策３１１ 災害対応力の強化 

  基本施策３１２ 市民と地域の防災力・減災力の向上 
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■基本施策 ３１１ 担当課：防災危機管理課

基本施策 災害対応力の強化 

目  的 
 災害※１発生時に市民のかけがえのない生命、身体及び財産を守るため、災害

対応力の強化を図ります。 

現  状 

・ 

課  題 

 本市は、南海トラフ地震の津波避難対策特別強化地域に指定されており、こ

れまでも津波避難ビルの指定をはじめとした、様々な対策に注力してきまし

た。地震対策を一層充実させるため、今後も継続した取組が必要です。 

 また、近年は気候変動の影響を受け、台風や線状降水帯に伴う集中豪雨によ

る水災害が頻発・激甚化しています。その対応には、河川の流域全体で実施す

る「流域治水※２」の考えに基づいた対策が求められています。 

 これらの災害対応において、様々な情報を収集した上で迅速かつ的確な判断

を行い、市民に対し正確な情報を提供することが求められています。 

主な取組 

●市民に対し、より分かりやすく防災情報を伝えるため、市公式ＬＩＮＥやＳ

ＮＳ、市ウェブサイトを活用するとともに、総合防災情報システムの導入を

進め、防災情報プラットフォーム（防災情報の収集や提供を行う仕組み）の

更なる充実を図ります。

●実動訓練や図上訓練、研修などを実施するとともに、訓練などで得た知識と

経験を基に対策本部運営マニュアルの見直しを定期的に行うことにより、職

員の災害対応力の向上を図ります。

●誰もが安心して避難できるよう、高齢者や女性の視点を踏まえた避難所の環

境改善を行うとともに、アレルギー対応食や乳幼児・高齢者などに対応した

備蓄物資の充実を進めます。

●津波による被害が想定されている沿岸部において、津波からの避難場所の確

保を進めます。

●国・県などの関係機関と連携するとともに、河川の流域全体に関わる市民と

協働し、「鈴鹿川水系流域治水プロジェクト」及び「鈴鹿圏域二級水系流域

治水プロジェクト」を推進し、水災害対策を強化します。

成果指標 

指 標 名 
市公式ＬＩＮＥ 災害情報登
録（利用）者数（累計） 

目 標 値 

（2027年度） 
１２，０００人 

設定理由 

利用者数が増えることで、いち

早く情報が伝わり、市民の生命、

身体及び財産を守る行動につな

がるため。 

現 状 値 

（2022年度） 
５，９００人 

推進プラン 
鈴鹿市国土強靱化地域計画、鈴鹿市地域防災計画、鈴鹿市水防計画、 

鈴鹿市国民保護計画 

※１ 災害：「自然災害等」、「武力攻撃事態等及び緊急対処事態」及び「その他の危機事案（口蹄疫、高病原性
鳥インフルエンザ、有害物質漏洩、有害鳥獣、行政ネットワークシステム停止、水道施設事故、下水道
施設事故、大規模停電、船舶・航空機・電車などの事故、新型インフルエンザなど）」 

※２ 流域治水：気候変動の影響による浸水災害の激甚化・頻発化等を踏まえ、治水・浸水対策施設整備をよ
り一層加速するとともに、集水域（雨水が河川に流入する地域）から氾濫域（河川等の氾濫により浸水
が想定される地域）にわたる流域に関わる関係者が協働して治水・浸水対策を行う考え方 
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■基本施策 ３１２ 担当課：防災危機管理課

基本施策 市民と地域の防災力・減災力の向上 

目  的 

 市民と地域の防災力・減災力の向上を図るため、市民一人ひとりが危機意識

を持ち災害に備え、自分や家族を守るための「自助」の取組や、近所や地域の

人々が協力して助け合う「共助」の取組を促進し、地域における防災活動を支

援します。 

現  状 

・ 

課  題 

 災害時における被害軽減を図るためには、行政による公助に加え、自助・共

助の取組が重要であることが再認識されています。とりわけ今後３０年以内に

７０～８０％の確率で発生すると言われる南海トラフ地震や、気候変動の影響

を受け頻発・激甚化している水災害への対応として、地域住民による自主的な

防災活動が求められています。 

 人口減少・高齢化社会が進み、核家族化や地域の関わりの希薄化が進む中に

おいて、自助・共助を支援する取組を一層促進していく必要があります。 

主な取組 

●市民一人ひとりの防災意識を高めるため、災害への備えや災害時の行動につ

いての啓発活動を行います。

●地域の防災意識を高めるため、地区防災計画の策定などの取組を支援しま

す。

●大規模災害から子どもたちの命を守るため、関係機関と連携し、防災・減災

教育を推進します。

●共助の中核となる自主防災組織の活動を支援します。

●災害時における高齢者や障がい者の安全確保のため、関係機関と連携し、避

難行動要支援者を対象とした個別避難計画に関する取組を進めるとともに、

要配慮者利用施設※における避難確保計画の策定を支援します。

●災害発生時における被害の軽減につなげるため、地域による防災訓練を促進

し、避難所運営を支援することで防災体制の強化を図ります。

●地震被害の軽減を図るため、高齢者や障がい者などの支援が必要な方に対

し、家具転倒防止策などの取組を促進します。

成果指標 

指 標 名 
防災啓発や地域の防災訓練へ
の参加者数（年間） 

目 標 値 

（2027年度） 
１８，０００人 

設定理由 

参加者数が増えることは、自
助・共助の取組が進み、市民と
地域の防災力・減災力の向上
につながるため。 

現 状 値 

（2022年度） 
９，７２４人 

推進プラン 
鈴鹿市国土強靱化地域計画、鈴鹿市地域防災計画、鈴鹿市水防計画、 

鈴鹿市国民保護計画 

※ 要配慮者利用施設：社会福祉施設、学校、医療施設、その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用
する施設
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●みんなの目標３－２ 担当部局：消防本部

みんなの目標（分野別指標） 
満足度指数 

（2023年度） 

消防・救急体制が充実している。 ３．４ 

■関連するＳＤＧｓのゴール

■みんなの取組

○消防・防災訓練に参加しましょう。

○住宅用火災警報器を設置しましょう。

○救急車を適正に利用しましょう。

○救命講習を受講しましょう。

展開する基本施策 

  基本施策３２１ 消防体制の充実強化 

  基本施策３２２ 火災予防の推進 

  基本施策３２３ 救急体制の充実 

  基本施策３２４ 地域防災力の充実 
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■基本施策 ３２１ 担当課：消防総務課、消防課、情報指令課、

  中央消防署、南消防署 

基本施策 消防体制の充実強化 

目  的 
 社会情勢の変化と複雑多様化する災害に対応するため、消防車両や資機材、

消防施設の整備を進め、消防体制の充実強化を図ります。 

現  状 

・ 

課  題 

 消防力適正配置調査から消防需要が増加する南部地域においては、南消防署

天名分署の開署により、現場到着時間の短縮等の改善を図りました。 

 今後、あらゆる災害に的確に対応するためには、拠点となる消防施設を充実

させ、消防隊員の増強と更なる技術の向上が必要です。特に、北部地域等、改

善の必要な地域においては、引き続き、消防体制の強化を図る必要があります。 

主な取組 

●老朽化が著しい中央消防署北分署の整備を進め、北部地域の消防力の強化に

取り組みます。

●災害現場で活動する消防隊員の確保に努め、各種訓練や研修を実施し、知識

と技術の向上を図ります。

●消防指令業務の人的・財政的な負担を軽減するとともに、市域境界付近の災

害に対する応援・受援体制を充実するため、津市、亀山市との消防通信指令

システムの共同運用を行います。

●沿岸部、山間部など地域や災害の特性に応じた消防車両や資機材を計画的に

更新します。

●女性消防職員の比率を５％に引き上げることで、組織の多様性を高め、要救

助者への対応能力の向上を図ります。

成果指標 

指 標 名 
建物火災の出動から放水開始

までの平均所要時間 

目 標 値 

（2027年度） 
６分３０秒 以下 

設定理由 

建物火災の出動から放水開始

までの平均所要時間が減少す

ることは、消防体制の充実強

化が進んでいることにつなが

るため。 

現 状 値 

（2022年度） 
７分２２秒 

推進プラン ― 
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■基本施策 ３２２ 担当課：予防課、中央消防署、南消防署

基本施策 火災予防の推進 

目  的 

 火災の発生を未然に防ぐとともに、火災の際に死傷者を発生させないため、

住宅の防火対策や、事業所における消防法令違反の是正を推進し、火災予防体

制の充実を図ります。 

現  状 

・ 

課  題 

 ２０２２（令和４）年の市内における火災の４７．２％が建物火災であり、

その半数以上は住宅火災が占めています。また、住宅火災による死者のうち、

高齢者が高い割合を占めており、死傷者の発生を防ぐためには、市民の防火意

識の向上や、住宅用防災機器等の普及促進が必要となります。特に、住宅用火

災警報器の条例に適合した設置率※は全国平均を上回っているものの、設置率

の更なる向上が必要です。 

主な取組 

●住宅火災による人的、物的被害を軽減するため、住宅用消火器を始めとした

住宅用防災機器等の普及促進と、住宅用火災警報器の条例に適合した設置率

の向上を促進します。

●防火対象物や危険物施設の安全管理を図るため、事業所等への立入検査を強

化し、防火管理体制の充実と消防法令違反への是正指導に取り組みます。

●春、秋の火災予防運動を始めとする各種イベントの開催等を通じて、市民の

防火意識の向上を図ります。

●消防職員の火災原因調査能力の向上を図り、火災発生原因を特定し、市民に

対して、類似火災の防止や、防火指導等の火災予防の啓発を行います。

●火災予防分野における各種届出を電子申請により受付け、利便性の向上を図

ります。

成果指標 

指 標 名 住宅用火災警報器の設置率 
目 標 値 

（2027年度） 
７８．０％ 

設定理由 

住宅用火災警報器は火災の発

生を早期に知らせ、逃げ遅れ

による人的被害の軽減につな

がるため。 

現 状 値 

（2022年度） 
７０．０％ 

推進プラン ― 

※ 住宅用火災警報器の条例に適合した設置率：各市町村の火災予防条例で設置が義務付けられている住宅
の部分全てに設置されている世帯の全世帯に占める割合
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■基本施策 ３２３ 担当課：消防課、情報指令課、

中央消防署、南消防署 

基本施策 救急体制の充実 

目  的 
 救命率の向上を図るため、救急業務の高度化を進め、増加する救急需要に適

応するとともに、市民が行う応急手当の普及啓発に取り組みます。 

現  状 

・ 

課  題 

 高齢化の進展等により、今後も救急需要の増加が見込まれるため、救急業務

の高度化が必要です。 

 また、救急車の出動件数は増加傾向にありますが、救急搬送を必要としない

事案もあるため、救急車の有効活用に関して、更なる啓発に取り組む必要があ

ります。 

 さらに、救急現場において、救急隊の到着までに市民が行う応急手当は、「救

命の連鎖」※のスタートであり、救命率を向上するためには、消防機関と市民

が連携し、救急体制を強化させる必要があります。 

主な取組 

●救急救命士を計画的に養成し、医療機関と連携して救急隊員の教育訓練を充

実させるとともに、高規格救急車及び高度救命資器材の更新・整備を図りま

す。

●応急手当を実施できる市民が増加するよう、救命講習にｅ－ラーニングを取

り入れ、受講しやすい環境を整え、応急手当の普及啓発を推進します。

●救急車を有効活用するため、予防救急や救急車の適正利用について、各種講

習会や市ウェブサイト、ＳＮＳ等を活用し、広く市民に周知します。

●映像通報システムを有効活用し、１１９番通報時の状況に応じた適切な口頭

指導を行い、市民による応急手当を推進します。

●コロナ禍により救急需要が急増し、消防・救急体制がひっ迫したことを教訓

とし、将来に向けて新たな感染症等が発生したときに備え、感染対策や業務

を継続する体制を整えます。

成果指標 

指 標 名 

救急現場での心肺機能停止症

例に対する市民による応急手

当実施率 

目 標 値 

（2027年度） 
６０．０％ 

設定理由 

救急現場における市民による

応急手当（人工呼吸・心臓マッ

サージ・ＡＥＤ）実施率の上昇

は救命率の向上につながるた

め。 

現 状 値 

（2022年度） 
５３．４％ 

推進プラン ― 

※ 救命の連鎖：生命の危機に陥った傷病者を救命し、社会復帰させるために必要となる一連の行動と処置 
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■基本施策 ３２４ 担当課：消防総務課、消防課、予防課、

情報指令課、中央消防署、南消防署 

基本施策 地域防災力の充実 

目  的 
 地域の防災力を向上させるため、地域防災の中核となる消防団の災害対応能

力の向上を図ります。 

現  状 

・ 

課  題 

 全国的に消防団員が減少する中、消防団の果たす役割はますます大きくなっ

ています。本市の消防団員の充足率は、全国及び三重県の平均充足率と比べて

も高い水準を維持していますが、ひとたび災害が発生すると、被害は増大、長

期化することから、地域防災力を向上させるためには、消防団の更なる機能強

化を図り、消防本部、消防署、市民との連携を強化する必要があります。 

主な取組 

●全ての災害対応・活動を行う消防団員の充足率の維持向上を目指すととも

に、特定の役割を担う大規模災害対応団員の機能強化と学生消防団の発足に

取り組みます。

●火災予防の普及啓発、防災教育及び応急手当指導等、女性消防団員の活動は

広範囲にわたるため、更なる活動の推進と加入促進を図ります。

●地域防災の拠点となる消防団施設について適正に維持管理し、消防車両や資

器材の更新を計画的に行います。

●各種訓練や研修を実施し、消防団員の災害対応能力の一層の向上を図りま

す。

●地域の特性に応じた自然災害や火災・救急事案等に対応するため、市民と連

携した訓練を実施します。

成果指標 

指 標 名 消防団員の充足率 
目 標 値 

（2027年度） 
１００％ 

設定理由 

消防団員が増加することは、

地域の防災力の向上につなが

るため。 

現 状 値 

（2022年度） 
９７．５％ 

推進プラン ― 
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●みんなの目標３－３ 担当部局：危機管理部

みんなの目標（分野別指標） 
満足度指数 

（2023年度） 

交通事故や犯罪を抑止する取組が進められている。 ２．８ 

■関連するＳＤＧｓのゴール

■みんなの取組

○時間と気持ちに余裕を持ち、交通ルールを守りましょう。

○止まる、見る、目立つことで、交通事故から身を守りましょう。

○家も自転車も二重ロックをするなど、犯罪の予防に努めましょう。

○あいさつ、声掛け等でつながりを保ち、不審な出来事を相談できる環境を作りま

しょう。

展開する基本施策 

  基本施策３３１ 道路交通環境の整備と交通安全意識の醸成 

  基本施策３３２ 防犯設備の整備と防犯意識の醸成 
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■基本施策 ３３１ 担当課：交通防犯課

基本施策 道路交通環境の整備と交通安全意識の醸成 

目  的 

 市民が悲惨な交通事故を起こさない、遭わないために、道路交通環境の適正

な整備と管理を行うとともに、様々な手段を用いて交通安全意識の高揚を図り

ます。 

現  状 

・ 

課  題 

 携帯電話などの「ながら運転」や飲酒運転などの違反が無くならないことや、

飛び出しや横断歩道外横断など歩行者が原因となる事故も発生していること

から、交通安全に対する意識が自動車や自転車などの車両の運転手のみなら

ず、歩行者側にも不足しています。 

 事故が起きた時に、被害を最小限に食い止める交通安全施設の整備や、煩雑

な日常生活の中でも、常に交通事故防止の意識を持って行動してもらうための

啓発が求められています。 

主な取組 

●歩行者及び自転車利用者の安全空間の確保に向け、ゾーン３０をはじめとす

る生活道路等では、車両速度の抑制や通り抜け車両の排除等を図るため、物

理的デバイス※などを設置することで、人の視点に立った施策を推進し、交

通安全の確保に取り組みます。

●交通事故防止と交通の円滑化のため、外側線などの路面標示やガードレール

などの交通安全施設の整備を推進し、道路交通環境の改善に取り組みます。 

●市が管理する自転車駐車場や放置自転車禁止区域を適正に管理することで、

健全な道路交通環境の確保を図ります。

●道路照明灯など、既存の交通安全施設の点検を実施し、施設の適切な保守管

理に取り組みます。

●関係機関と連携し、グリーン帯等を設置するなど、通学路での児童生徒の安

全確保を図ります。

●交通教育指導員による交通安全教室を、あらゆる世代に対して継続して取り

組みます。

●自転車乗車時のヘルメット着用の推進を図るなど、交通ルールの遵守と正し

い交通マナーを習慣付けるため、関係機関と連携して各種の交通安全啓発活

動に取り組みます。

成果指標 

指 標 名 交通事故件数（年間） 
目 標 値 

（2027年度） 
４，５８２件 以下 

設定理由 
各種の交通安全施策を実施す
ることは、交通事故の減少に
つながるため。 

現 状 値 

（2022年度） 
５，５９１件 

推進プラン 鈴鹿市交通安全計画 

※ 物理的デバイス：生活道路における歩行者等の安全の向上を図るため、走行車両の速度抑制や通り抜け防
止を図るための道路構造上の仕掛け。ハンプ、狭窄、シケイン等
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■基本施策 ３３２ 担当課：交通防犯課

基本施策 防犯設備の整備と防犯意識の醸成 

目  的 
 誰もが安全で安心に生活できるまちをつくるため、防犯設備などの整備を行

うとともに、様々な手段を用いて防犯意識の高揚を図ります。 

現  状 

・ 

課  題 

 犯罪の認知件数は、２０２２（令和４）年までは減少傾向であったものの、

現在は増加傾向にあり、効果的な抑止策が求められています。 

 犯罪に遭わない環境づくりを行うために、犯罪の手法を知り対応すること

や、防犯設備を充実する必要があります。また、地域においても相互に連携し

て対応することが求められています。 

主な取組 

●地域で行う防犯活動を支援し、地域の防犯力の向上を図ります。

●外灯や二重ロック等、効果的で簡単にできる家庭での防犯対策の普及に取り

組みます。

●被害に遭わない、また、被害を最小限とするため、防犯講習会を開催するな

ど啓発に取り組みます。

●犯罪情勢を注視しつつ、関係機関、団体と連携し、犯罪抑止に取り組みます。 

●近年、手法が巧妙化する特殊詐欺などの犯罪に対し、被害防止に取り組みま

す。

●関係機関、団体と連携し、犯罪被害者等が早期に日常生活を取り戻すための

支援に取り組みます。

●防犯活動を行う自治会等の団体に対し防犯カメラの設置促進を行うなど、市

と地域が共に防犯設備の設置及び充実を図ります。

成果指標 

指 標 名 
年間の人口１，０００人当た

りの刑法犯認知件数（犯罪率） 

目 標 値 

（2027年度） 
４．２件 以下 

設定理由 

安全安心に生活できるまちが

形成されると、刑法犯の認知

件数が減少するため。 

現 状 値 

（2022年度） 
５．１件 

推進プラン ― 
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●みんなの目標３－４ 担当部局：土木部

みんなの目標（分野別指標） 
満足度指数 

（2023年度） 

道路・河川などの整備が進み、適正な維持管理が行われている。 ２．９ 

■関連するＳＤＧｓのゴール

■みんなの取組

○道路や河川、排水路の異常を見つけたら通報しましょう。

○道路や河川、排水路をみんなできれいにしましょう。

○安全・快適な道づくりをみんなで進めていきましょう。

展開する基本施策 

  基本施策３４１ 幹線道路（市道）の整備推進 

  基本施策３４２ 国・県による広域的な幹線道路の整備促進 

  基本施策３４３ 生活道路の整備推進 

  基本施策３４４ 道路施設の維持管理 

  基本施策３４５ 治水・浸水対策施設の整備と維持管理 
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■基本施策 ３４１ 担当課：道路整備課、土木用地課

基本施策 幹線道路（市道）の整備推進 

目  的 
 道路利用者の地域内外への移動空間の利便性・安全性・防災機能の向上を図

るため、幹線道路（市道）の計画的な整備を推進します。 

現  状 

・ 

課  題 

市内幹線道路（市道）においては、慢性的な渋滞が生じており、既設インフ

ラの老朽化が進んでいます。

また、市民の防災・安全意識の高まりやニーズの多様化により、道路利用者

の地域内外への交通利便性、安全性、防災機能の向上が求められています。 

 道路利用者の安全で移動しやすい空間の確保や防災機能の向上を図るため、

より効率的で計画的な道路整備事業を行う必要があります。 

主な取組 

●鈴鹿市道路整備方針※1に基づき、事業の継続性、連続性を考慮しながら道路

整備を実施します。

●道路を整備することで地域内外への移動の円滑化を図り、慢性的な渋滞の解

消に取り組みます。［汲川原橋徳田線（庄野・国府区間２期）等］

●利便性が高く移動しやすい空間を確保することで、道路利用者が安全、安心

に利用できるよう取り組みます。［加佐登鼓ヶ浦線、安塚３９３号線等］

●持続的なまちづくりに向けた地域間のネットワーク充実、利便性の高い道路

ネットワークを形成することで、自然災害発生時における代替ルートを確保

し、防災機能の向上に取り組みます。［平野三日市線、三日市地子町線等］ 

成果指標 

指 標 名 
交差点区間※２における車両通

過時間 

目 標 値 

（2027年度） 
２分４６秒 以下 

設定理由 

幹線道路の整備が進み、交差

点区間の車両通過時間が短く

なることは、地域内外への移

動空間の交通利便性・安全性・

防災機能の向上につながるた

め。 

現 状 値 

（2022年度） 
３分２４秒 

推進プラン 鈴鹿市道路整備方針、鈴鹿市国土強靱化地域計画 

※１ 鈴鹿市道路整備方針：市内の幹線道路について、整備優先度の高い路線や国・県による道路事業に関連
する路線、また、渋滞対策を要する路線について、計画的に道路整備を進めていくための方針を定めた
もの 

※２ 交差点区間：道路整備路線【安塚３９３号線】を通行した、主要地方道四日市鈴鹿環状線交差点から飯
野寺家橋北交差点までの区間 
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■基本施策 ３４２ 担当課：土木総務課、土木用地課

基本施策 国・県による広域的な幹線道路の整備促進 

目  的 

 自動車による市内外への移動の円滑化により、利便性の向上、安全の確保及

び防災機能の強化を図るため、国や県が行う広域的な幹線道路の整備を促進し

ます。 

現  状 

・ 

課  題 

 新名神高速道路・鈴鹿パーキングエリア周辺道路や汲川原橋徳田線等の市内

幹線道路（市道）の整備により、移動の速達性向上に努めてきましたが、市内

幹線道路においては慢性的な渋滞が生じており、また、市街地や産業集積地域

と高速道路とのアクセス性が不足しています。 

 広域的な幹線道路の整備を進め、道路ネットワークを強化することで、利便

性の更なる向上と安全の確保、また、災害発生時の防災機能の強化を図る必要

があります。 

主な取組 

●鈴鹿四日市道路の整備を促進するため、国が道路用地を円滑に取得できるよ

うに、地籍調査※1により、土地の境界確定を進めます。

●鈴鹿亀山道路・鈴鹿四日市道路を始めとした広域的な幹線道路整備を促進す

るため、国及び県に対して、要望活動などを通じて積極的に働きかけます。 

●広域的な幹線道路事業のストック効果※2 を最大限発揮するため、関連する

幹線道路（汲川原橋徳田線、平野三日市線等）の整備を推進します。

●幹線道路整備事業への理解や認知度の向上を図るため、事業の進捗状況やそ

の効果について、様々な媒体の活用や国・県等関係機関との連携により、広

く周知します。

成果指標 

指 標 名 主要渋滞箇所数 
目 標 値 

（2027年度） 
３箇所 以下 

設定理由 

渋滞が解消し渋滞箇所が減少

することは、幹線道路の整備

が進み、交通利便性・安全性・

防災機能が確保された状態に

つながるため。 

現 状 値 

（2022年度） 
５箇所 

推進プラン 鈴鹿市国土強靱化地域計画 

※１ 地籍調査：国土調査法に基づき、市町村が主体となって、一筆ごとの土地の所有者・地番・地目を調査
し、境界の位置と面積を測量する調査 

※２ ストック効果：整備された社会資本が機能することによって、生産性の向上や安全性・快適性を高める
など整備直後から継続的に中長期にわたり得られる効果 
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■基本施策 ３４３ 担当課：道路整備課、道路保全課、土木用地課

基本施策 生活道路の整備推進 

目  的 
 地域の安全性及び交通利便性の向上並びに災害時の避難路の確保を図るた

め、生活道路の整備を推進します。 

現  状 

・ 

課  題 

 既存の生活道路の中には、狭あいな道路が数多く存在し、普段の通行に不便

であるだけでなく、緊急車両等の通行に支障を来しています。 

 加えて、集中豪雨等の発生時には、道路構造物の老朽化に起因する排水不良

等により道路冠水等を引き起こし、安全な道路の通行及び避難経路の確保が困

難となる箇所があり、地域の実情に応じ、効果的かつ効率的な整備を進める必

要があります。 

主な取組 

●既設道路施設の老朽化や市民ニーズの変化に対応するため、必要性や効果を

勘案し、生活道路の整備を進めていきます。

●安全性・必要性・便益性などを勘案し、優先して整備すべき道路の選定を行

い、利用者の利便性を向上させるとともに、安全・安心に道路を利用できる

環境を整備します。

●過去の集中豪雨時に道路冠水等が発生している路線において、災害被害の軽

減及び避難経路が確保できるよう整備します。

成果指標 

指 標 名 
一定区間※における緊急車両

の到達時間 

目 標 値 

（2027年度） 
３分０５秒 以下 

設定理由 

生活道路の整備が進み、緊急

車両の到達時間が短縮される

ことは、地域の安全性及び交

通利便性の向上につながるた

め。 

現 状 値 

（2022年度） 
３分５０秒 

推進プラン 鈴鹿市国土強靱化地域計画 

※ 一定区間：道路整備対象区間【伊勢若松第一号踏切東側交差点（若松北二丁目６５８番１地先）から弘善
寺西側交差点（若松北二丁目１２０９番地先）】を通行した、中央消防署東分署から弘善寺西側交差点まで
の区間
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■基本施策 ３４４ 担当課：道路保全課、土木総務課

基本施策 道路施設の維持管理 

目  的 
 日常的に利用される道路施設が安全・安心に利用できるよう、適切な維持管

理を行います。 

現  状 

・ 

課  題 

 道路施設の維持管理は、緊急時を除き、優先順位や計画に基づき、計画的に

修繕を行っています。 

 しかし、対象施設が膨大であることに加え、安全性の観点から緊急的な対応

が必要となる場合があるため、効率的に維持管理を行う必要があります。 

主な取組 

●道路施設の適切な維持管理を行うため、定期的な点検や調査を基にした予防

保全や、異常の早期発見・対応を目的とした道路パトロールを実施します。 

●市公式ＬＩＮＥ通報による道路施設の損傷について、画像や位置情報により

適切な対応を行います。

●国の交付金を活用した道路施設の計画的な予防保全・老朽化対策を行いま

す。

●地震に備え、橋梁の耐震化を推進します。

●地域精通度の高い民間事業者で構成される維持管理体制を推進し、道路施設

の効率的な維持管理に取り組みます。

成果指標 

指 標 名 緊急措置段階の橋りょう数※ 
目 標 値 

（2027年度） 
０橋 

設定理由 

緊急措置段階の橋りょうがな

いことは、道路施設が適切に

維持管理され、安全で安心に

利用できる環境が整うことに

つながるため。 

現 状 値 

（2022年度） 
０橋 

推進プラン 鈴鹿市橋梁長寿命化修繕計画、鈴鹿市国土強靱化地域計画 

※ 対象橋りょう数：９１０橋（２０２３（令和５）年３月３１日時点）
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■基本施策 ３４５ 担当課：河川雨水対策課、土木用地課

基本施策 治水・浸水対策施設の整備と維持管理 

目  的 
 浸水被害の軽減を図るために、治水・浸水対策施設（河川、排水路、公共下

水道（雨水）施設）の整備と維持管理を行います。 

現  状 

・ 

課  題 

 気候変動の影響により、全国的に大雨や集中豪雨の発生が増加しており、治

水・浸水対策施設の一層の整備及び適切な維持管理が求められています。 

 施設整備を行うためには、多額の予算が必要であり、また、出水期には工事

ができない時間的制約や、橋梁等付帯構造物の仮設・移転等に時間を要するた

め、事業の完成に長い期間を要しています。 

 また、施設の老朽化の進展や、宅地開発等に伴う雨水の流出抑制のために設

置される調整池等の管理対象施設の増加に伴い、維持管理に要する費用が増大

していることが課題です。 

主な取組 

●鈴鹿市総合雨水対策基本計画に基づき、治水・浸水対策施設の整備を着実に

進めます。整備の実施に当たっては、事業継続地区の整備完了を優先すると

ともに、重点地区の整備を優先して実施します。

●河川に設置している排水機場について、所定の機能が発揮できるよう、計画

的に施設更新や維持管理を行います。また、施設更新に合わせて、運転管理

の負担軽減を図るため、デジタル技術を活用し、遠隔監視や自動運転化を進

めます。

●施設整備を進めるとともに、「流域治水」※の考え方に基づいて、集水域から

氾濫域にわたる流域の関係機関（国・県等）と協働して治水・浸水対策を推

進します。

●国や三重県が管理する河川等について、積極的な整備及び適切な維持管理を

促進するため要望活動を行います。

●河川や排水路の維持管理を効率的に行います。

成果指標 

指 標 名 浸水対策完了済み面積（累計） 
目 標 値 

（2027年度） 
１，４５８ｈａ 

設定理由 

浸水対策完了済み面積が増加

することは、治水安全度が向

上し、浸水被害の軽減につな

がるため。 

現 状 値 

（2022年度） 
１，４２９ｈａ 

推進プラン 鈴鹿市総合雨水対策基本計画、鈴鹿市国土強靱化地域計画 

※ 流域治水：気候変動の影響による浸水災害の激甚化・頻発化等を踏まえ、治水・浸水対策施設整備をより
一層加速するとともに、集水域（雨水が河川に流入する地域）から氾濫域（河川等の氾濫により浸水が想
定される地域）にわたる流域に関わる関係者が協働して治水・浸水対策を行う考え方




